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大型液化水素貯槽及び CCSパイプラインに関する 
技術基準の原案作成を開始しました。 

  

 
水素社会推進法※1（令和 6 年法律第 37 号）及び CCS 事業法※2（令和 6 年法律第

38 号）は、令和 6 年 5 月 17 日に国会で可決･成立し、5 月 24 日に公布されました。

これに先駆け、KHK では、本年 3 月に水素等規格委員会を KHK 内に設置し、水素等

の取扱い、これらに係る設備等に関連する技術基準の策定を進めています。 
※1 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 
※2 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 
11 月 11 日に、貯槽分科会及びパイプライン分科会を開催し、大型液化水素貯槽及

びCCSパイプラインに関する技術基準を策定するための原案作成を開始いたしまし

た。 
各大型液化水素貯槽については主に液化水素が漏洩・着火等した場合の影響評価

を、CCS パイプラインは主に CO2 を輸送するパイプラインの設置、運用等をそれぞ

れの基準の対象とし、11 月 11 日の分科会では、広く関係者と意見交換を行い、技術

基準の策定に向けた方針を確認しました。今後、技術基準の原案は、大型液化水素貯

槽については 2026 年 4 月、CCS パイプラインについては 2025 年 6 月を目途に策

定を進めていく予定です。 
 

特別民間法人高圧ガス保安協会（KHK）は、水素及び水素化合物並びに二酸化炭

素（CCS に関するものに限る）（以下「水素等」という。）に関連する KHKS など

の技術基準を策定するため「水素等規格委員会」を設置しております。 
11 月 11 日に、第 1 回貯槽分科会及び第１回パイプライン分科会をそれぞれ開催

し、大型液化水素貯槽及び CCS パイプラインに関する技術基準の原案作成を開始

しました。 

【本件に関するお問合せ先】  特別民間法人高圧ガス保安協会 水素センター 
    センター所長      小山田賢治 
    事業推進チームリーダー 藤井 亮 
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